
新潟市博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する要領 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、博物館法（昭和２６年法律第２８５号。以下「法」という。）、博

物館法施行規則（昭和３０年文部省令第２４号。以下「国規則」という。）及び博物

館の登録等に関する規則（平成２７年教育委員会規則第５号。以下「市規則」とい

う。）の規定に基づき、博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 （博物館の登録） 

第２条 博物館を設置しようとする者は、市規則第３条の規定により、下記に掲げる書類

を提出するものとする。 

（１）博物館登録申請書（市規則別記様式第２号） 

（２）館則（博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上

必要な事項を定めたものをいう。）の写し 

 （３）博物館の設置者に係る書類 

   ア 地方公共団体又は地方独立行政法人が設置する博物館の場合 

    ①地方公共団体が設置する博物館の場合は、当該博物館の設置条例 

    ②地方独立行政法人が設置する博物館の場合は、当該法人の登記事項証明書 

   イ ア以外の法人が設置する博物館の場合（国及び独立行政法人を除く。） 

    ①法人の登記事項証明書 

    ②博物館の運営を安定的かつ継続的に実施するための経済的基礎を有することを

証明する収支計画書等 

    ③博物館を設置する法人において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に

よる民事再生手続又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による会社更生

手続を受けていないことを宣誓する書類 

    ④博物館の運営を担当する役員の経歴を示す書類 



    ⑤博物館を設置する法人及びその役員等が暴力団又は暴力団員に該当せず、及び

暴力団及び暴力団員との関係がないこと等を宣誓する書類 

 （４）博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制

に係る書類 

   ア 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究の実施に

関する基本的運営方針を示す書類及び当該方針の公表方法を示す資料 

   イ 博物館資料の収集及び管理の方針を示す書類 

   ウ 博物館資料の目録 

   エ 展示、調査研究、学習機会の提供及び教育活動に関する申請年度の事業計画又

は実績を示す書類 

   オ 申請年度の収支計画又は実績を示す書類 

 （５）学芸員その他の職員の配置に係る書類 

   ア 館長の氏名、職務内容及び経歴を示す資料 

   イ 学芸員の氏名、職務内容及び経歴を示す書類 

   ウ その他の職員の名簿及び職務分担内容を示す書類 

   エ 組織図、業務分掌及び職員名簿 

   オ 職員への研修の実施計画又は実績を示す書類 

 （６）施設及び設備に係る書類 

   ア 博物館の事業に用いる建物及び土地の図面並びに設備を示す書類 

   イ 博物館の事業に用いる建物及び土地の保有形態（自ら所有しているか又は他の

主体から借用しているか）を示す書類 

   ウ 博物館の事業に用いる建物及び土地を借用している場合は、契約書等当該借用

の条件等を証明する書類 

   エ 防災及び防犯の観点から対応している事項を示す書類 

   オ 利用者の安全及び利便性の確保のための配慮の観点から対応している事項を示



す書類 

   カ 多様な利用者に対する安全及び円滑に利用するための配慮の観点から対応して

いる事項を示す書類 

   キ 施設の概要及びパンフレット等 

（７）その他、審査に必要と認める書類 

 （定期報告） 

第３条 法第１６条の規定による定期報告は、別記様式第１号により、毎年６月末までに

行うものとする。 

 （博物館に相当する施設の指定） 

第４条 法第３１条第１項の規定により博物館に相当する施設として指定を受けようとす

る者は、下記に掲げる書類を提出するものとする。 

（１）指定申請書（別記様式第２号） 

（２）当該施設の運営に関する規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の施設の

運営上必要な事項を定めたもの 

 ２ その他の提出書類は、第２条第３号から第７号の規定を準用する。この場合におい

て、第２条各項中「博物館資料」とあるのは「資料」と、「博物館」とあるのは

「指定施設」と読み替えるものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

 この要領は、令和６年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



 

別記様式第１号（第３条関係） 

定期報告書 

年  月  日 

（あて先）新潟市教育委員会 

報告者（設置者）             

住所                  

名称                  

代表者氏名               

電話番号                

 

 博物館法第１６条の規定により、次のとおり報告します。 

 

 １ 施設名 

 

 ２ 報告対象事業年度        年度 

 

 ３ 報告事項 

 項目 記入欄 

(1)博物館の設置者の名称及び住所の変更の有無 有 ・ 無 

(2)博物館の名称及び住所の変更の有無 有 ・ 無 

(3)学芸員の人数 人 

(4)年間の開館日数 日 

(5)博物館の事業の用に供する土地及び建物に関する変更の有無 有 ・ 無 

(6)活動実績 ※事業実績報告書や年報等を添付すること 

備考 

１ (1)･(2)･(5)欄は、該当するものを〇で囲むこと。登録事項に変更がある場合は、博

物館登録事項等変更届出書（規則別記様式第３号）により届け出ること。 

２ (3)欄は、報告対象事業年度（報告の日が属する事業年度の前事業年度をいう。）の

末日現在の人数とする。 

３ (4)欄は、報告対象事業年度における日数とする。 

  



 

別記様式第２号（第４条関係） 

博物館相当施設指定申請書 

年  月  日 

（あて先）新潟市教育委員会 

申請者                 

                 申請者の住所又は主たる事務所の所在地  

 

 

 

 博物館法の規定により、下記施設を博物館に相当するとして指定されるよう別添関係書

類を添えて申請します。 

 

記 

設 置 者  

代 表 者 の 氏 名  

設 立 年 月 日  

施 設 名  

施 設 所 在 地  

 


